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◇申告が必要な人
・年末調整済の給与所得以外の収入（農業・営業・
不動産所得、個人年金などの雑所得など）があっ
た人
※年末調整済給与以外の所得の合計が 20万円を
超える場合は、所得税の確定申告が必要です。
20 万円以下の場合は、確定申告は必要ありま
せんが、町県民税の申告が必要です。
・収入が公的年金、恩給（遺族年金を除く）のみ
で、年金の源泉徴収票に記載されたもの以外の
控除を受けられる人
・病気や失業、学生などで、収入がなかった人
※国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入
者は、保険税（料）の算定に必要となりますの
で、収入がない人でも必ず申告してください。
※所得税の確定申告をした人は、原則として、町
県民税の申告は不要です。

町県民税の申告について
問税務課　課税係　☎52-5804

　申告期間　２月16日（金）～３月15日（金）
　受付時間　９:00 ～ 11:30 / 13:00 ～ 16:00 
　申告受付会場　田布施町保健センター
　　　　　　　　（田布施町役場西隣）

所得税・町県民税の申告が始まります
光税務署での
所得税および復興特別所得税の申告について

問光税務署　☎0833-71-0166
音声ガイダンスに従って
「2」を選択してください

◇申告受付会場について
　　今年から『所得税の確定申告』および『町民税・
県民税申告』の申告受付会場を、新たに完成した『田
布施町保健センター』に変更いたします。『田布施
町保健センター』は、本庁舎とは別棟となりますの
で、お間違えのないようにしてください。
◇上場株式等の配当所得や譲渡所得の申告における課
税方式の見直し
　昨年まで、上場株式などの配当所得や譲渡所得を
所得税で申告し、町民税・県民税では申告しないと
いう、それぞれで異なる課税方式を選択することが
できました。その課税方式の見直しが行われ、令和
6年 1 月 1 日以降は、所得税と町民税・県民税で
異なる課税方式の選択ができなくなりました。よっ
て、上場株式などの配当所得や譲渡所得を所得税で
申告をされた場合は、町民税・県民税においても所
得税と同様の課税方式となります。
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◇各公民館などの申告会場
　表の日程を参照の上、ご自分の自治会の申告相談日時・会場にお越しください。なお、都合のつかない人は、
2月16日（金）～ 3月15日（金）までに保健センター多目的ホールで申告をしてください（土日・祝日を除く）。
　出先での申告者数が減少にあること、新たに申告受付システムを導入し、1人あたりの受付時間の短縮が
可能となったため、令和6年より出先機関での受付時間を短縮します。ご理解とご協力をお願いします。

月日 時間 申告対象自治会 申告会場

2/20
（火）

 9:30 ～ 11:30 郷東・市明 小行司
分館

14:00 ～ 15:00 馬島 馬島
集会所

2/21
（水） 13:30 ～ 15:30 戎ヶ下・尾津 ( 東・中・西 )・

見田団地・中郷・上組
麻里府
公民館

2/22
（木） 13:30 ～ 15:30 奈良・竹重・三宅・新川・尾

迫
麻郷

福祉会館

2/26
（月） 13:30 ～ 15:30

土井の内・塩坪・波野団地
( 北・南 )・ビレッジハウス・
上ゲ・八和田・配原・由免・
大波野中・大波野上

東田布施
公民館

2/27
（火） 13:30 ～ 15:30 竹尾・大国木・真殿・中西・

岸田団地・西田布施・矢蔵
西田布施
公民館

月日 時間 申告対象自治会 申告会場

2/28
（水） 13:30 ～ 15:30

宿井・新宿井 (1・2)・石
の口・吉井・城南・瓜迫・
西山・葛岡・川西・大田

城南
公民館

2/29
（木） 13:30 ～ 15:30

助政・井神・地家・蓮輪
・浜城・泊団地・麻郷団地
・旭・高塔・鳥越・八海

麻郷公民
館

3/1
（金）

9:00 ～ 11:30 天神・新町・本町・砂田・定
井手・瀬戸

保健
センター
（多目的
ホール）13:00 ～ 16:00 中央南・名倉・石迫・長田

3/4
（月）

9:00 ～ 11:30 波野市・祇園・寿・一本松・
長合・国信 保健

センター
（多目的
ホール）13:00 ～ 16:00 御蔵戸・平田・木地・きじ

が丘

収入の内容 必要な書類など
給与、公的年金の収入 源泉徴収票

公的年金以外の年金（個人年金）の収入 生命保険会社や損害保険会社の『支払額に関する通知』など

営業または不動産による収入 収支内訳書（計算・記載済みのもの）

・控除に関する書類（控除を受ける場合、以下の書類が必要）
受ける控除 必要な書類など

社会保険料控除 国民健康保険税、健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年
金の支払（控除）証明書や領収書

生命保険料・地震保険料控除 控除証明書

障害者控除
各種障害者手帳などの証明書類
※要介護認定高齢者（65歳以上）に係る障害者控除の適用を受けようとする
場合は、健康保険課が発行する『障害者控除対象者認定書』

医療費控除
『医療費控除の明細書』（計算・記載済みのもの）、医療費通知
※医療費控除を取る場合は明細書の作成が必要です。医療費の領収書（原本）
を提出する方法により医療費控除を取ることはできません。

◇町で受付けできない確定申告
　　町では所得税の確定申告も受け付けますが、次の申告の場合は光税務署で確定申告されるか、e-Tax 申
告の利用をお願いします。

・土地や建物、株式の譲渡所得、配当所得の確定
申告
・先物取引、暗号資産（仮想通貨）の確定申告
・雑損控除、住宅借入金等特別控除などの住宅に
関する特別控除（初回分）の確定申告

・青色申告（計算書の書き方について相談される
場合も含みます）
・準確定申告（亡くなられた人に係る確定申告）、
令和 4年分以前の確定申告

◇申告に必要なもの
・申告書（申告書が届いた人）
・本人確認書類（マイナンバーの番号確認と本人確認ができるもの）またはその写し
・金融機関の口座番号の分かるもの（所得税および復興特別所得税の還付を受ける場合）
・収入金額に関する書類（収入金額が分かる、以下の書類が必要）


